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　障害者福祉基盤を充実していくことで、障害者が住み慣れた地域において自立して生活し、安心して住み続けられるた
めの障害者福祉基盤の充実に努めます。

　ノーマライゼーションの理念のもと、障害者が住み慣れた地域において自立して生活していくために、グループホームな
どの障害に応じた介助や見守りを受けながら安心して住み続けるための住居の確保や、居宅生活が困難な障害者が住
み慣れた地域とのつながりを維持しながら支援を受けられるための入所施設を区内に設置することで、障害者福祉基盤
の充実に努めます。

　障害者用のグループホームや、心身障害者入所施設などを区内に設置する社会福祉法人に対し、建設費の一部を補
助します。
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心身障害者グループホームの設置促進 Ｂ

①　区内に重度知的障害者グループホームを設置する社会福祉法人に建設費の一部助成を行いました。重度重複心身障
害者グループホーム設置の社会福祉法人に対しては、区有地を有償貸与し建設着工しました。平成１８年度に建設費の一
部助成を行い、平成１９年４月の開設です。
②　障害者入所施設に関しては、区内の国有地に身体障害者を対象とする入所施設を設置する社会福祉法人に対して平
成１８年度、１９年度に建設費の一部助成を行います。平成２０年６月に開設予定です。
③　３人／日の知的障害者・障害児ショートステイ事業を平成１７年７月から生活実習所内で実施しています。
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心身障害者入所施設の設置促進

頁

今後の取組み・改革の方針

総　　　　合　　　　評　　　　価

　障害者自立支援法の制定により、障害福祉サービス体系が変わったため、入所施設、グループホームの位置づけも変わ
りました。これに伴い、区内で実施している障害福祉サービス事業所が区民にとって必要な施設類型となるよう、区民ニー
ズやサービス提供環境などの検討を充分に行い、新宿区障害福祉計画及び平成20年度策定予定の新宿区障害者計画に
おいて、明確に位置づける必要があります。
　民間の知的障害者グループホーム１所が、平成１７年度末で区外へ移転し、グループホームを平成１９年度までに６所設
置する目標でしたが、平成１９年度４月開設予定のものを入れても、平成１９年度中は目標未達成となります。平成１８年度
に策定した障害福祉計画においてもグループホーム設置数を数値目標としてあげており、その達成のためにも新たな誘致
策を検討する必要があります。

※　本項目は、ノーマライゼーションの理念のもと、障害者が住み慣れた地域において自立して生活するため
の様々な支援基盤充実を目指しているものです。
　平成17年度はグループホーム設置に対し、建設費の一部補助を行いました。また、居宅での生活が困難
な場合に、住み慣れた地域とのつながりを維持しながら支援を受けられる心身障害者入所施設についても、
選定した社会福祉法人に対し、平成18年度と19年度に建設費の一部補助を行うなど、障害者福祉基盤の充
実は順調に進んでいると評価しています。

Ｂ

　障害者自立支援法では、これまでの障害別ごとの施設類型ではなくなり、またグループホームの位置づけも一部変更に
なるなど、障害福祉サービスの体系が大きく変わりました。これに伴い、今後設置予定の施設のあり方のみならず、既に設
置した施設についても、障害者自立支援法に則った類型で区民にとって必要な障害福祉サービスの提供ができるように、
第二期の新宿区障害者計画を策定する中で検討していきます。
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知的障害者・障害児ショートステイの充実 Ｂ


